
【報告様式】　第８期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価（令和３年度実績評価）

市町村名 所属名 介護支援課

※　「介護保険事業（支援）計画の進捗管理のための手引き」（P.33～47）等を参考にご記入ください。
※　「県計画との関連」については、「県計画の目標」シートや別添「健康長寿やまなしプラン概要版」（R3～5）から、関連する県計画の項目を選択してください（当てはまらない場合や不明な場合は「その他」を選択してください）。

評価
（１～
５）

北杜市

番
号

※　評価は５段階評価とし、良い方から「５・４・３・２・１」としてください。

自己評価

実施内容現状と課題
第８期における
具体的な取組

【県計画との関連】
「県計画の目標」シートや「県計画概要版」を参
考に、関連すると思われる県計画の項目を選択
してください（当てはまらない場合や不明な場合
は「その他」を選択してください）。

令和３年度（実績評価）

【区分】
①「自立支援、介護
予防・重度化防止
②「介護給付適正
化」
から選択してください

目標の評価方法

3

・介護予防普及啓発事
業については、新型コロナ
感染拡大により介護予防
講演会はYouTubeでの配
信とした。また、はつらつシ
ルバーのつどいも感染症
の影響により開催数が伸
びなかった。
・高齢者通いの場の補助
金を交付し、令和３年度
は新規で12箇所の高齢
者通いの場が開設され
た。新型コロナウイルス感
染症の影響で計画通りに
実施できない団体もあっ
たが、予防対策を徹底す
る中で多くの団体が予定
通り開催できた。
・介護支援ボランティア事
業において、会員数は増
加したが実動会員数が減
少した。
・地域リハビリテーション活
動支援事業においては、
新型コロナウイルス感染
症の影響で事業所等へ
の派遣ができなかった。
・健康寿命の延伸プロ
ジェクト事業のフレイル
チェックは通いの場での開
催数が昨年度より増加し
た。

・通いの場事業を中心
に住民主体の介護予
防の取組を一層推進す
るため、通いの場を地区
に広く周知し参加を促
すとともに、介護サポート
リーダーや、フレイルサ
ポーターの要請を通じ
て、介護予防に資する
交流の場の創出と充実
を図っていく。
・介護予防サポートリー
ダーやフレイルサポーター
の更なる育成を実施し
ていくとともに、フォロー
アップ研修の充実を図っ
ていく。
・フレイル予防事業に取
り組み、体操参加者の
測定を定期的に行い、
分析を行っていく。

取組の効果や
成果として

考えられること課題と対応策

担当者名

目標
（事業内容、指標等）

市
町
村
名

　　　　　　　　　　　総括表 フェイスシート

自立支援・重度化防止

介護給付適正化

タイトル

介護保険担当・介護予防担当・包括支援担当

介護保険担当

　《　評価の目安　》　　達成率　80％以上：　「５」　　　達成率　60～79％：　「４」　　　達成率　40～59％：　「３」　　　達成率　20～39％：　「２」　　　達成率　19％以下：　「１」

Ⅰ(2)介護予防・
健康づくりの推進

Ⅰ(2)介護予防・
健康づくりの推進

介護予防・
健康づくりの
推進（一般
介護予防
事業等の推
進）

・「介護予防講演
会」等を通じて、フレ
イル予防についての
情報発信を行うとと
もに、介護予防に対
する意識を高めるた
めの講演会を実施し
ているが、取組に地
域ごとの差が生じて
いる点に課題があ
る。

地域介護予防活
動支援事業
高齢者交流の場
促進事業
地域リハビリテー
ション活動支援事
業
健康寿命の延伸
プロジェクト事業

〇介護予防普及啓発事業	
・講演会参加者数　R3：150人　R4：160人　R5：170人
・講演会満足度　R3：95.0%  R4：95.0%　R5：95.0%
・はつらつシルバーのつどい事業開催回数  R3：180回
R4：185回 R5：190回
・はつらつシルバーのつどい事業参加者数  R3：3,500人
R4：3,550人　R5：3,600人
・人生100年時代マネジメント講座開催回数  R3：4回
R4：4回  R5：4回
・人生100年時代マネジメント講座参加者数  R3：100
人　R4：100人　R5：100人
〇介護支援ボランティア事業
・会員数　R3：185名  R4：190名  R5：195名
・実動会員数　R3：65名  R4：70名  R5：75名
〇介護予防サポートリーダー養成事業	
・登録者数　R3：145人  R4：155人	R5：165人
・研修会参加者数　R3：215人  R4：230人  R5：245人
・公民館カフェ会場数　R3：41会場  R4：42会場  R5：
43会場
〇高齢者交流の場促進事業	
・高齢者交流の場補助金交付数　R3：47件  R4：50件
R5：53件
〇地域リハビリテーション活動支援事業	
・住民主体の交流の場支援数　R3：8回  R4：9回  R5：
10回
・介護事業所支援数	R3：8回  R4：8回  R5：8回
・機能訓練・口腔機能向上・栄養改善事業開催回数
R3：2回	　R4：3回  R5：4回
〇健康寿命の延伸プロジェクト事業
・フレイルチェック開催回数　R3：8回  R4：12回  R5：16
回
〇高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施	
・研修会・検討会　R3：2回　R4：2回　R5：2回
〇後期高齢者健康診査事業	
・受診率　R3：25.78%　R4：25.78%  R5：25.78%
〇保健福祉推進員活動事業	
・研修会　R3：12回  R4：12回  R5：12回
・地域の健康や活動の理解度  R3：100.0%　R4：100.0%
R5：100.0%
・研修会参加率　R3：70.0%　R4：80.0%　R5：80.0%
〇食生活改善推進員養成・活動事業	
・代表者研修会　R3：4回　R4：4回　R5：4回
・地区活動　R3：120回　R4：130回　R5：140回
・地区活動参加者数　R3：3,200人　R4：3,500人　R5：
3,800人
〇健康教育事業	
・健康教室開催回数　R3：50回　R4：70回　R5：70回
・健康教室参加者数　R3：800人　R4：3,000人　R5：
3,500人
・講座内容理解度　R3：90.0%　R4：95.0%　R5：95.0%
〇健康相談事業	
・健康相談実施回数	R3：350回　R4：400回　R5：450
回
・健診結果指導率　R3：80%　R4：90%	R5：99%
〇健康診査事業	
・総合健診実施日数　R3：47日　R4：47日　R5：47日
・特定健診受診率　R3：45.0%　R4：50.0%　R5：60.0%
〇訪問指導事業	
・訪問指導延べ人数　R3：150人　R4：200人　R5：250
人
〇健康づくり推進事業	
いいことチャレンジ健幸ほくと取組人数　R3：1,500人
R4：2,000人　R5：2,500人

目標値に対する実
績値で評価する。

〇介護予防普及啓発事業	
・講演会参加者数　R3年度実績：220人
・講演会満足度　R3年度実績：　未実施
・はつらつシルバーのつどい事業開催回数　R3年度実績：
24回
・はつらつシルバーのつどい事業参加者数  R3年度実績：
371人
・人生100年時代マネジメント講座開催回数  R3年度実
績： 4回
・人生100年時代マネジメント講座参加者数  R3年度実
績：80人
〇介護支援ボランティア事業
・会員数　R3年度実績：　 197名
・実動会員数　R3年度実績：49名
〇介護予防サポートリーダー養成事業	
・登録者数　R3年度実績： 147人
・研修会参加者数　R3年度実績：262人
・公民館カフェ会場数　R3年度実績： 45会場
〇高齢者交流の場促進事業	
・高齢者交流の場補助金交付数　R3年度実績：55件
〇地域リハビリテーション活動支援事業	
・住民主体の交流の場支援数　R3年度実績：　 3回
・介護事業所支援数	R3年度実績：　0回
・機能訓練・口腔機能向上・栄養改善事業開催回数
R3年度実績：1回
〇健康寿命の延伸プロジェクト事業
・フレイルチェック開催回数　R3年度実績：7回
〇高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施	
・研修会・検討会　R3年度実績：　6回
〇後期高齢者健康診査事業	
・受診率　R3年度実績： 22.75%	
〇保健福祉推進員活動事業	
・研修会　R3年度実績： 10回
・地域の健康や活動の理解度  R3年度実績： 98.0%
・研修会参加率　R3年度実績： 73.9%
〇食生活改善推進員養成・活動事業	
・代表者研修会　R3年度実績： 0回
・地区活動　R3年度実績： 22233回
・地区活動参加者数　R3年度実績： 2,421人
〇健康教育事業	
・健康教室開催回数　R3年度実績： 16回
・健康教室参加者数　R3年度実績： 301人
・講座内容理解度　R3年度実績： 未実施
〇健康相談事業	
・健康相談実施回数	R3年度実績： 5,375回
・健診結果指導率　R3年度実績： 85.2%
〇健康診査事業	
・総合健診実施日数　R3年度実績： 44日
・特定健診受診率　R3年度実績：　　%（11月に確定）
〇訪問指導事業	
・訪問指導延べ人数　R3年度実績： 165人
〇健康づくり推進事業	
いいことチャレンジ健幸ほくと取組人数　R3年度実績：
1,392人

・介護予防サポート
リーダーやフレイルト
レーナー、フレイルサ
ポーターの養成を行
うことで、介護予防
のの取組みが地域
に広がることが期待
できる。
・高齢者通いの場を
通し健康増進のた
めの交流の場の創
出と充実を図ること
ができる。

北杜市 1
①自立支援、介
護予防・重度化

防止

資料２

y第６次ゆうゆうふれあい計画

冊子 Ｐ４３～Ｐ７７に記載されている

内容になります。



評価
（１～
５）

番
号

自己評価

実施内容現状と課題
第８期における
具体的な取組

【県計画との関連】
「県計画の目標」シートや「県計画概要版」を参
考に、関連すると思われる県計画の項目を選択
してください（当てはまらない場合や不明な場合
は「その他」を選択してください）。

令和３年度（実績評価）

【区分】
①「自立支援、介護
予防・重度化防止
②「介護給付適正
化」
から選択してください

目標の評価方法

取組の効果や
成果として

考えられること課題と対応策目標
（事業内容、指標等）

市
町
村
名

　　　　　　　　　　　総括表 フェイスシート

タイトル

y第６次ゆうゆうふれあい計画

冊子 Ｐ４３～Ｐ７７に記載されている

内容になります。

・地域の実情に応
じた地域住民によ
る支え合いの体制
づくりの強化。
・事業所等が創意
工夫を発揮できる
サービス単価を定
める。
・要介護認定と
なっても地域とのつ
ながりを継続できる
提供体制を目指
す。

介護予防・生活支援サービス
事業実施個所数・参加人数
・通所型サービスB実施個所
数　　　R3：2箇所　R4：3箇
所　R5：4箇所
・訪問型サービスB実施個所
数　　　R3：1箇所　R4： 1箇
所　R5：2箇所
・通所型サービスC実施参加
者数　　R3：500人　R4：500
人　R5：500人
・要支援者・事業対象者が要
介護認定に移行しない率
R3：78%　R4：79％　R5：80％

・通所型サービスB
実施個所数
・訪問型サービスB
実施個所数
・通所型サービスC
参加者数
・要支援者、事業
対象者が要介護認
定に移動しない率

・通所型サービスB実施箇所数
2箇所
・訪問型サービスB実施箇所数
1箇所
・通所型サービスC参加者数
276人
・要支援者・事業対象者が要介
護認定に移行しない率　R3：79%

3

令和３年度に訪問型
サービスBが1箇所新規
に立ち上がった。通所型
サービスBも2箇所を維
持できた。通所型サービ
スC参加者数が少な
かったのはコロナウイルス
感染症感染拡大のため
１クール実施できなかっ
たことによるものである。

今後も高齢者が増加
していくことから総合事
業の利用や早期に専
門的なサービスを促
し、自立支援や重症
化防止につなげられる
ような支援が必要とな
る。また健康な時から
フレイル予防の意識を
高め、現在の能力、
機能の維持に努めら
れるよう住民の意識改
革が必要となってくる。
サービスBについては通
所、訪問ともに今後更
に人材の確保、住民
主体の団体育成に努
める必要がある。

令和３年度に訪問
型サービスBの事業
実施団体が立ち上
がり地域住民による
支え合いの体制づく
りにつなげることがで
きた。

北杜市 3
①自立支援、介
護予防・重度化

防止

Ⅰ(4)介護人材の
確保・定着、資質

向上

Ⅰ(3)介護待機者
ゼロ社会の実現に
向けた施設整備と
在宅生活を支え
るサービスの充実

質の高いケ
アマネジメン
トの実現

・ケアマネジメント
の延べ件数が近
年減少傾向にあ
る。
・インフォーマルな
サービスも含め
て、軽度者への
自立支援に向け
た支援や、介護
予防に向けたケア
マネジメントを強
化する必要があ
る。

・地域ケア会議
を活用して、専
門職の知見に
基づく、自立支
援に向けたケア
マネジマントやイ
ンフォーマルサー
ビスを盛り込ま
れたケアマネジマ
ントを実施す
る。
・介護支援専
門員の人材確
保と質の向上を
図る。

・ケアマネジメント延べ件数
R3：4,600件　R4：4,700件
R5:4,800件
・要介護認定率
R3：12.8％　R4：13.0％
R5：13.1％
・自立支援型地域ケア会議
開催数　　R3：7回　R4：８
回　R5：８回

ケアマネジメント
のべ件数
要介護認定率
自立支援型地
域ケア会議開催
数
（市内の居宅事
業所の介護支
援専門員数）

・ケアマネジメント件数は、4,389件（委
託411件）である。新型コロナ感染症
のため事業を停止した事業所があり減
少していることが原因の一つと考える。
・自立支援型地域ケア個別会議を年
7回14件開催した。事例提供は居宅
介護支援事業所から12件、包括支
援センターからは2件であった。
・特定事業所と協働で介護支援専門
員事例検討会を5回開催した。介護
支援専門員の悩みどころと地域課題
について共有した。また、事例検討会
を通して介護支援専門員のアセスメン
ト能力を精査した。
・介護支援専門員からの相談内容を
精査し、介護支援専門員の課題を整
理した。
・国配信のマネジメントに関する研修
に包括支援センターは参加した。ま
た、受託している介護支援事業所に
研修を周知し研修参加を促した。
・居宅と施設の介護支援専門員数を
把握した。居宅数44人　　　施設数
23人

1

・ケアマネジメント件数は、達
成率95％である。目標値を
下回っている。
・要介護認定率は、13.5％
である。目標値を上回ってい
る。
・自立支援型地域ケア会議
は、達成率100％である。
3項目中1項目のみ目標達
成しているので自己評価を
１とした。

・自立支援型地域ケア会議の
事例提供は居宅介護支援事
業所に依頼し、包括支援セン
ターの事例は、2件であった。委
託数は全数の内411件であり、
地域包括支援センターが占め
る割合が高いので地域包括支
援センターから事例提供をする
ことで自立に資する視点のアド
バイスを受けスキルが向上する
よう方向性を変える。また、居
宅介護支援事業所の介護支
援専門員が自由に参加できる
ようＺＯＯＭで参加できるように
工夫する。
・介護支援専門員が地域包括
支援センターに相談する内容を
精査したところ家族と経済的な
視点の情報収集が不足してい
ることがわかった。今後、集団指
導等で指導していく必要があ
る。
・ケアマネジメント向上のための
研修があれば研修に参加でき
るよう周知を徹底する。
・北杜市の介護支援専門員の
数が不足していることと高齢化
していることが課題であるため、
介護支援専門員数の把握は
継続する。

北杜市 2
①自立支援、介
護予防・重度化

防止

Ⅰ(1)高齢者の社
会参加と地域づく

りの推進

Ⅰ(1)高齢者の社
会参加と地域づく

りの推進

地域のつな
がり機能の強
化（介護予
防・日常生
活支援総合
事業の推

進）

・総合事業利用者
が要介護認定に移
行しない割合は８割
を維持している。総
合事業利用者が早
期に自立支援・重度
化防止につなげてい
く取組が必要であ
る。
・通所型サービスＢは
通所・訪問ともに担
い手が不足しており、
住民主体の団体育
成・生活支援体制
整備の第２層協議
体（地域支え合い推
進協議体）の設置
及び取組の強化が
求められている。

・専門家によるアドバイ
スを受ける機会を多くす
ることでアセスメント能
力の向上し質の高いｹ
ｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄにつながる。
介護支援専門員から
の相談内容を整理分
析し、集団指導をする
ことで質の高いｹｱマネ
ジメントにつながる。
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【区分】
①「自立支援、介護
予防・重度化防止
②「介護給付適正
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から選択してください
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市
町
村
名
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タイトル

y第６次ゆうゆうふれあい計画

冊子 Ｐ４３～Ｐ７７に記載されている

内容になります。

北杜市 5
①自立支援、介
護予防・重度化

防止

Ⅰ(3)介護待機者
ゼロ社会の実現に
向けた施設整備と
在宅生活を支え
るサービスの充実

Ⅰ(3)介護待機者
ゼロ社会の実現に
向けた施設整備と
在宅生活を支え
るサービスの充実

北杜市 4
①自立支援、介
護予防・重度化

防止

Ⅰ(1)高齢者の社
会参加と地域づく

りの推進

Ⅰ(1)高齢者の社
会参加と地域づく

りの推進

生きがいづく
りと社会参
加の促進

〇高齢者の生きがいづくり
・令和元（2019）年度介護予防・日
常生活圏域ニーズ調査において、
一般高齢者のうち、71.0%が「趣味あ
り」、61.0%が「生きがいあり」と回答し
ている。
・「参加している地域の活動」として
は、「町会・自治会」以外は参加し
ていない人が最も多くなっているが、
「スポーツ関係のグループやクラブ」
「趣味関係のグループ」は他の活動
に比較して、参加頻度が高くなって
いる。
・いきいき山梨ねんりんピックへの参
加者や老人クラブの会員数は高齢
化等の影響により減少傾向にある。
〇地域や社会での活躍の場づくり
・地域づくり活動への参加者としての
参加意向率は58.8%、企画・運営者
としては42.8%となっており、企画者・
運営者として関わりたい人の割合の
方が小さくなっている。
・令和元（2019）年度介護予防・日
常生活圏域ニーズ調査において、
「収入のある仕事」に週１回以上従
事している人の割合は22.7%であり、
平成28（2016）年度調査から5.3ポ
イント上昇している。
・市社会福祉協議会の実施する、
「ふれあいいきいきサロン事業」や各
種出前講座、ボランティア養成講座
等の地域住民のボランティアに基づく
活動は、既存のボランティア団体の
高齢化により担い手が不足してい
る。

〇高齢者の生きが
いづくり及び地域や
社会での活躍の場
づくり
・老人クラブ活動
支援事業
・高齢者祝福事業
・お楽しみ給食
サービス事業
・外出支援サービ
ス事業
・高齢者雇用対策
事業

老人クラブ活動支援事業　会
員数　R3：3,200人　R4:3,200
人　R5：3,200人
高齢者祝福事業　88歳敬老
祝金　R3：370人　R4：375人
R5：380人
100歳敬老祝金　R3：45人
R4：48人　R5：50人
お楽しみ給食サービス事業
配食数（飲料配布も含む）
R3：3,600食　R4：3,600食
R5：3,600食
外出支援サービス事業	サービ
ス対象者数　R3：18人　R4：
19人　R5：20人
高齢者雇用対策事業
シルバー人材センター登録会
員数　R3：480人　R4：480人
R5：480人

目標値に対する実
績で評価する。

老人クラブ活動支援事業　会
員数　R3年度実績　2,975人
高齢者祝福事業　88歳敬老祝
金　R3年度実績　318人
100歳敬老祝金　R3年度実績
37人
お楽しみ給食サービス事業 配
食数（飲料配布も含む）R3年度
実績　3,532食
外出支援サービス事業	サービス
対象者数　R3年度実績　15人
高齢者雇用対策事業　シル
バー人材センター登録会員数
R3年度実績　435人

1
いずれの事業において
も、目標値に達すること
ができなかった。

高齢者の生きがいづくり
及び健康づくりのため、
高齢者に町会・自治会
活動や老人クラブの活
動、スポーツ・趣味の活
動、「いきいき山梨ねん
りんピック」等に自発的
な参加を促すとともに、
活動の活性化を支援す
る。
支える・支えられるという
関係を超えて支え合え
る地域づくりを進めるた
めに、市社会福祉協議
会等と連携してボラン
ティアの養成を推進する
とともに、外出支援等実
際のボランティアの活動
への参加や就労的な活
動への参加を促進す
る。

・高齢者の生きがい
づくり及び健康づくり
につながる。
・地域や社会での
活躍の場づくりにつ
ながる。

〇地域介護・福祉空間整備費補助金
補助金を活用して整備した施設数　R3年度
実績： 0箇所
サービス提供体制の方針の検討会　R3年度
実績： 0回
〇高齢者在宅生活支援住宅改修等助成事
業補助金
利用件数　R3年度実績：22件
〇高齢者向け住まいの在り方	
特定施設入居者生活介護の指定を受けてい
ないサービス付き高齢者向け住宅	
設置数　R3年度実績：5箇所
定員数　R3年度実績：94人
入居者数　R3年度実績：94人
特定施設入居者生活介護の指定を受けてい
ない有料老人ホーム
設置数　R3年度実績：0箇所
定員数　R3年度実績：0人
入居者数　R3年度実績：0人
〇シルバーハウジング生活援助員派遣事業
相談等件数　R3年度実績：39件
〇老人ホーム入所措置事業
入所措置者数　R3年度実績：6人
生活支援ハウス運営事業
入居者数　R3年度実績：1人
養護老人ホーム　入所（入居）者数	R3年度
実績：4人
軽費老人ホーム　入所（入居）者数	R3年度
実績:0人
生活支援ハウス　入所（入居）者数	R3年度
実績：1人

・高齢者在宅生活支
援住宅改修等助成事
業補助金について、目
標値の利用件数を上
回ることができた。

2

・県の健康長寿やまな
しプランの施設整備方
針を踏まえ、高齢者が
可能な限り住み慣れ
た地域で、その有する
能力に応じ自立した
日常生活を営むことが
できるよう、地域密着
型サービスの提供体
制の更なる充実を図
る。

・地域包括支援セ
ンターの担当者が対
象者と関わること
で、利用者の健康
寿命の延伸につな
がるケアマネジメント
につなげていける。
・本市は持ち家率
が高く、早期の改修
等によって、後の重
症化予防や要介護
認定申請数の抑
制、及び長期的な
観点での介護保険
給付費の抑制が期
待できる。

介護サービ
ス基盤、高
齢者向け住
まいの確保

・令和元（2019）年度介護予防・日
常生活圏域ニーズ調査では「介護
を受けたい場所」として「なるべく家
族のみで、自宅で介護を受けたい」
「介護保険制度のサービスや福祉
サービスを使いながら自宅で生活し
たい」と回答した人は67.6%となってい
る。また、持ち家で暮らしたいという
ニーズを受けて、介護保険による住
宅改修の認知度が高まってきてい
る。
・一方、令和元（2019）年度在宅介
護実態調査では、在宅で生活して
いる要支援・要介護認定者のうち、
施設等への入所の検討状況をみる
と、要介護３以上では「検討中」又
は「申請済み」の割合は46.2%となっ
ており、要介護度の高い住民では
依然施設への入所意向がみられ
る。
・また、在宅生活の継続のために特
に必要だと考えられている施設は
「通いによって入浴や食事のサービス
が受けられる施設」「緊急時など必
要なときに過ごすことができる・泊ま
れる施設」「通いを中心に訪問や泊
まりができる施設」の回答が多くなっ
ている。
・サービス提供体制が十分でない地
域があり、他エリアの事業所がカバー
しているが、送迎に時間が掛かるな
ど、地域偏在による課題がみられ
る。また小規模多機能型居宅介護
には、介護機能だけでなく高齢者の
生活が楽しくなるような場づくりが求
められている。

〇老人福祉施設の
整備及び高齢者の
住まいの整備
地域介護・福祉空
間整備費補助金
高齢者在宅生活支
援住宅改修等助成
事業補助金
〇高齢者向け住ま
いの在り方
シルバーハウジング
生活援助員派遣事
業
老人ホーム入所措
置事業
生活支援ハウス運
営事業

〇地域介護・福祉空間整備費補助金
補助金を活用して整備した施設数　R3：0箇所
R4：3箇所　R5：0箇所
サービス提供体制の方針の検討会　R3：1回
R4：2回　R5：3回
〇高齢者在宅生活支援住宅改修等助成事業
補助金
利用件数　R3：20件　R4：20回　R5：20回
〇高齢者向け住まいの在り方	
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない
サービス付き高齢者向け住宅	
設置数　R3：5箇所　R4：5箇所　R5：5箇所
定員数　R3：94人　R4：94人　R5：94人
入居者数　R3：94人　R4：94人　R5：94人
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない
有料老人ホーム
設置数　R3：0箇所　R4：0箇所　R5：0箇所
定員数　R3：0人　R4：0人　R5：0人
入居者数　R3：0人　R4：0人　R5：0人
〇シルバーハウジング生活援助員派遣事業
相談等件数　R3：30件　R4：30件　R5：30件
〇老人ホーム入所措置事業
入所措置者数　R3：5人　R4：5人　R5：5人
生活支援ハウス運営事業
入居者数　R3：1人　R4：0人　R5：0人
養護老人ホーム　入所（入居）者数	R3：5人　R4：
	5人	R5：5人
軽費老人ホーム　入所（入居）者数	R3:19人
R4:20人　R5:21人
生活支援ハウス　入所（入居）者数	R3：1人
R4:0人　R5：0人

目標値に対する実
績で評価する。



評価
（１～
５）

番
号

自己評価

実施内容現状と課題
第８期における
具体的な取組

【県計画との関連】
「県計画の目標」シートや「県計画概要版」を参
考に、関連すると思われる県計画の項目を選択
してください（当てはまらない場合や不明な場合
は「その他」を選択してください）。

令和３年度（実績評価）

【区分】
①「自立支援、介護
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目標の評価方法

取組の効果や
成果として

考えられること課題と対応策目標
（事業内容、指標等）

市
町
村
名

　　　　　　　　　　　総括表 フェイスシート

タイトル

y第６次ゆうゆうふれあい計画

冊子 Ｐ４３～Ｐ７７に記載されている

内容になります。

医療と介護
の連携

・令和元（2019）年度介護予
防・日常生活圏域ニーズ調査
では、在宅生活を維持するため
に必要なサービスとして「医師や
看護師の訪問看護」が最も多く
挙げられており、在宅医療に対
するニーズが高くなっている。
・在宅医療・介護連携推進会
議が平成29（2017）年度に立ち
上がり、市の医療と介護の連携
における課題の検討を行ってい
る。今後は令和７（2025）年に
向けたビジョンの共有とその実現
に向けた切れ目ない医療と介
護の提供体制の構築が課題と
なる。情報共有部会で入院時
情報提供共通シートを作成し
たほか、多職種連携部会で顔
の見える関係づくりのための勉強
会の企画を進めている。
・令和元（2019）年度介護予
防・日常生活圏域ニーズ調査
では、終末期に療養を望む場
所として「自宅」が36.3%で最も
多くなっており、ついで「病院など
の医療機関」が多くなっている。
エンディングノート作成意向（作
成済みを含む）は58.5%に達し、
自分らしい終末期を迎えること
への関心は高まっている。
・また、親族がいない市民に対
する支援の方法に困難があると
いった声もみられるため、このよう
な高齢者に対する取組に関し
て地域ケア連絡会等を活用し
て研修を実施している。

高齢者が住み慣れ
た地域で自分らしい
暮らしを続けられるよ
う、在宅医療と介護
サービスを一体的に
提供できる体制を構
築するため、医療・
介護資源の把握や
連携上の課題に係
る対応策の検討
等、関係者の連携
推進事業の取組を
行う。
また、連携が取りや
すいルール・ツールを
有効活用していくとと
もに、医療・介護の
顔の見える関係性を
構築するための研修
会等を開催し、連携
推進を図る。

・在宅医療・介護関係者研修会
R3：5回　R4：6回　R5：6回
・在宅医療・介護連携推進会議
R3：2回　R4：2回　R5：2回
・医療・介護関係者からの相談
窓口設置数　R3：1箇所　R4：1
箇所　R5：1箇所
・市民公開講座開催回数
R3：1回　R4：1回　R5：1回

北杜市 6
①自立支援、介
護予防・重度化

防止

Ⅰ(5)医療と介護
の連携の推進

Ⅰ(5)医療と介護
の連携の推進

・在宅医療・介護
等地域資源の把握
と共有
・在宅医療・介護に
おける連携状況の
調査と課題、対応
策について検討実
施状況（回数）
・在宅医療・介護
関係者の研修実施
状況（開催回数）
・市民への普及啓
発（感染症などによ
り事業実施環境を
考慮した啓発取組
みを含む）
・在宅医療・介護
連携に関する関係
市町間の連携推進
会議参加状況（広
域、連携分科会）

‣地域の医療・介護資源の最新情報の確認と
把握、資源の共有及び啓発。
‣在宅医療・介護連携推進会議の開催｛10
月29日、3月22～28日（コロナ禍による書面
開催）｝。
‣在宅医療・介護関係者間の研修会開催（7
回：オンライン方式・参集方式のハイブリット型
開催）。
‣市民への普及啓発
　ACPについて
・講演会0回（新型コロナウイルス感染症拡大
による中止）
　・出前講座（市民学習会）2回。
　・ホームページからの発信（想いのマップ・人
生会議）。
　介護の魅力発信（体験出前セミナー事業
所とタイアップ事業）
　・高校生への発信（5回：同一対象者）。
‣在宅医療・介護について総合的に啓発でき
る資材の検討（総合冊子）。
‣在宅医療・介護連携に関する関係市町間の
連携推進会議参加
中北保健所管内
　・在宅看取り、在宅医療体制検討部会（5
月24日、12月14日）
　・広域連携書面会議（7月）
　・広域連携担当者書面会議（1月）
　連携都市　在宅医療介護連携分科会
　・4回（9月29日、11月2日、11月26日、1月
26日）

5

事業における取り組み状
況は、計画どおりである。
実施環境により、連携を
図ることが集合方式でな
い部分もあり、今後コロナ
過を見据えていかに連携
を図れるような中身として
いくかを考え、開催時間に
ついても医師が参加しや
すい状況を取り入れる必
要がある。

「人生の最期まで自分らしい暮
らしを選べるまち」を目指し、市
民が在宅で最期を希望する場
合において、医療と介護の提供
体制の基盤づくりとして、サービ
ス提供体制の充実が望まれると
ころである。しかしながら医療や
介護において、従事者の高齢
化や人材不足などがあり、これ
らについては、短期間で課題が
解決するものではない。提供体
制をどのように構築していくか関
係者間での職域において協働
で取り組むことができるよう考
え、職種の魅力発信を拡大し
ていくことも重要になる。
　在宅高齢者を取り巻く環境で
は、高齢者の転入が多いことや
身寄りがいない、コロナ過で親
族の連絡が取りにくい（疎遠に
拍車をかけてしまう）状況が発
生している。身寄りがない高齢
者については、独居であっても
認知症を発症しているなどして
サービス提供開始時には、判断
ができない状況や、緊急時の対
応においてサービス提供をどの
判断をもって行うのかなど対応
に困難な状況が増加している。
ACPのツール活用の普及を高
齢者のみでなく幅広い年齢層
に実施していく必要がある。

北杜市 7
①自立支援、介
護予防・重度化

防止

Ⅰ(6)多様な主体
がともに支え合う
地域共生社会の

実現

Ⅰ(6)多様な主体
がともに支え合う
地域共生社会の

実現

地域ケア会
議の開催

・令和元（2019）年
度における地域ケ
ア個別会議は14
回（支援困難型５
回/自立支援型９
回）開催し、抽出
した地域課題を有
効な政策につなげ
るための検討機会
が求められる。
・これまでの地域課
題を整理・分析し
て、既存の会議を
活用することによ
り、機能の充実を
図り、地域包括ケ
アシステムの構築を
進めていく必要があ
る。

・地域ケア会議
の推進
　包括的・継続
的ケアマネジメン
ト業務の効率
的な実施のた
め、医療、介護
等の多職種や
関係団体等が
連携し、地域の
課題を共有する
中で地域包括
ケアシステムの
構築を推進す
る。

・支援困難型地域ケア個別
会議検討件数　R3：6件
R4：6件　R5：8件
・自立支援型地域ケア個別
会議検討件数　R3：16件
R4：18件　R5：20件
・地域ケア連絡会開催回数
R3:6回　R4:6回　R5:6回
・地域ケア推進会議開催回
数　　　　　　R3:1回　R4:1
回　R5:1回

支援困難型地域ケ
ア個別会議検討件
数
自立支援型地域ケ
ア個別会議検討件
数
地域ケア連絡会開
催回数
地域ケア推進会議
開催回数

・支援困難型地域ケア個別会議検討件
数　令和3年度　実績値　20件（実件数
は16件）
複雑困難なケースが増加しているため、
多職種と連携しながら課題の整理、役割
分担を行い、介入している。1回の開催で
は解決できない場合は、再度開催するな
ど工夫を凝らしている。地域課題の抽出
をしている。
・自立支援型地域ケア個別会議検討件
数　令和3年度　実績値　14件
　新型コロナ感染症の拡大により1回開
催を中止したため、目標値を2件下回って
いる。地域ケア会議を推進するために1回
を紙面会議とし、1回をZOOMによる会議
を開催するなど工夫を凝らした。地域課
題の抽出をしている。
・地域ケア連絡会開催回数　　令和3年
度　実績値　6回
新型コロナ感染症の拡大により1回を参
集とし5回はZOOMによる開催とした。
新型コロナ感染症の拡大により
・地域ケア推進会議開催回数　令和3年
度　実績値　1回
既存の会議体を活用し、地域ケア推進
会議を開催することができた。地域課題
を抽出してもらう場面を設けた。今後は政
策形成機能を持たせるよう会議の運営の
工夫が必要である。

5

計画通り実施できてい
る。
目標の指数が件数や回
数としているので、その
実施に向けてICTを活
用するなどして目標値に
近づいている。

・今後はそれぞれの会
議で抽出した地域課
題を整理し、地域ケア
推進会議で提言し、
政策形成に結び付け
るような取り組みが必
要である。地域ケア推
進会議が課題解決で
きるように会議の運営
ができるよう検討が必
要である。
・生活体制整備事業
とリンクさせていなかっ
たが、今後はリンクさせ
地域課題解決に取り
組む必要がある。

地域課題を抽出し
整理し検討し提言
することで高齢者が
住みやすい地域共
生社会のための地
域づくりにつながる。

・地域の医療・介護
サービスの資源把握
や多職種による研修
などの開催により、そ
れぞれの職種の理解
を深めることができ、
在宅医療及び介護
を一体的に提供でき
る体制の構築を推進
することができる。
・医療と介護、市民
が連携することによ
り、高齢者の在宅で
の生活が可能とな
る。
・課題を共有し、その
解決に向けて検討す
ることができ職域にお
いて協働で取り組み
ことに繫がる。
・医療と介護の人材
確保に繫がる。



評価
（１～
５）

番
号

自己評価

実施内容現状と課題
第８期における
具体的な取組

【県計画との関連】
「県計画の目標」シートや「県計画概要版」を参
考に、関連すると思われる県計画の項目を選択
してください（当てはまらない場合や不明な場合
は「その他」を選択してください）。

令和３年度（実績評価）

【区分】
①「自立支援、介護
予防・重度化防止
②「介護給付適正
化」
から選択してください

目標の評価方法

取組の効果や
成果として

考えられること課題と対応策目標
（事業内容、指標等）

市
町
村
名

　　　　　　　　　　　総括表 フェイスシート

タイトル

y第６次ゆうゆうふれあい計画

冊子 Ｐ４３～Ｐ７７に記載されている

内容になります。

・相談件数
・専門職正規職員
配置状況

〇総合相談事業
・総合相談件数　R３年度実
績：5,744件
・新規相談件数（総合相談件
数からの再掲）　R3年度実績：
1,469件
〇専門職員配置状況（正規職
員配置状況再掲）
・保健師　R3年度実績：3人（2
人）
・社会福祉士　R3年度実績：3
人（3人）
・主任介護支援専門員　R3年
度実績：3人（2人）

5

事業の取組状況は、計
画書どおりである。
相談事業では、高齢者
世帯のみの増加、多問
題を内包する支援件数
が増加（特に権利擁
護・成年後見・虐待・
認知症の対応は昨年
度１年間で、625件から
1,034件と1.7倍増）して
いる。関係機関との連
携を通じて、センターの
周知の継続に努めてお
り、相談機能の認知度
が上がり、早期の相談
対応につながっている。

多問題を内包している
複雑困難な事例が増
加している。個々のス
キルでは解決すること
に限界があり、それぞ
れの専門職を常勤とし
て適切に配置し、スキ
ルを上げることによって
チーム内で早期に解
決できる体制を構築
する必要がある。ま
た、複雑化している相
談内容について分析
し、地域課題の把握
から対応策を検討して
いく必要がある。

・多様な日常生活上
の支援体制の充実
及び強化並びに高齢
者の社会参加の推
進を図るため、生活
支援コーディネーター
の配置及び協議体を
設置し、地域の支え
合いを推進することが
できる。
・住民主体による高
齢者の外出支援及
び生活支援の活動を
促進し、多様な生活
支援サービスの創出
を図ることができる。
・高齢者が住み慣れ
た地域で生活するこ
とができる。

職員の数の確保と
スキルを上げることで
地域包括支援セン
ターの機能強化を
図ることができる。そ
うすることで高齢者
が住みなれた地域
で生活することが可
能となる。

北杜市 9
①自立支援、介
護予防・重度化

防止

Ⅰ(2)介護予防・
健康づくりの推進

Ⅰ(2)介護予防・
健康づくりの推進

地域づくり
（地域生活
を支える基
盤の整備）

・令和元（2019）年度在宅介護
実態調査では、在宅生活の継
続に必要と感じる支援として、
単身世帯では「見守り、声か
け」が26.3%で最も多く、夫婦の
み世帯では「移送サービス」が
17.2%で最も多くなっている。
・令和３（2021）年度末時点の
介護支援ボランティア登録者は
197人で高齢者人口の1.1%とな
りましたが、活動実績のある登
録者（ポイント転換）は24.9%に
留まっている。
・地域住民主体による高齢者
外出支援サービスモデル事業を
実施し、今後も引き続き事業を
行っていく予定であるが、依然と
して日常の買い物や通いの場の
利用には外出支援が大きな課
題である。特にボランティアスタッ
フの人材不足とボランティア活動
に対する謝礼の在り方が課題と
なっている。
・生活支援コーディネーターや協
議体での検討が必要で、第２
層協議体を市社会福祉協議
会に委託し、第１層協議体を
含めた、新たなサービスの創出
に向けての取組が重要となって
いる。

・第１層、第２層
協議体において
の、地域の課題の
共有と新たな協議
体設置に向けた検
討
・生活支援コーディ
ネーターを中心とし
た、地域の支え合
い体制の構築
・高齢者が安心し
て外出できる環境
づくり支援
・ボランティア活動
や就労的活動を
通じて、生活支援
の担い手となるよう
な活動支援

・第１層協議体会議　R3：3
回　R4：3回　R5：3回
・第２層協議体の設置
R3：3個所　R4：4個所
R5：5個所
・でかけ～る実施団体数
R3：2 団体　R4：3 団体
R5：3 団体
・介護用品支給事業
支給延べ人数　R3：1,600
人　R4：1,550人　R5：1,500
人
年間支給実人数　R3：180
人　R4：175人　R5：170人

・第１層協議体の
会議開催数
・第２層協議体の
設置数。（日常生
活圏域に１個所）
・第２層協議体の
設置目途及び設置
に向けた取り組み
状況
・住民主体の生活
支援サービス実施
団体数
・住民主体による高
齢者外出支援サー
ビスモデル事業の効
果検証
・新たなサービスの
創出

〇地域づくり（地域生活を支える基盤の
整備）
・第１層協議体会議の開催　協議体：１
個所　未開催
・第２層協議体の設置　０個所（日常生
活圏に１個所）
・第２層協議体の設置
設置に向けた取り組み：打合せ会議：１２
回・研修会：１２回
地域資源情報を収集・整理・活用するた
めの「地域支援システムAyamu」を導入。
・生活支援コーディネーターの配置　第１
層：１名　第２層：２名
・住民主体の外出支援サービスの実施団
体数：３地区２団体（高根・長坂・大泉）
・住民主体による高齢者外出支援サービ
スモデル事業の効果および継続について
の検証
・新たなサービスの創出　実施団体数：１
※「その他の生活支援サービス（配食・見
守り）」としてのモデル事業として開始
・介護用品支給事業
支給延べ人数　R3年度実績：1,844人
年間支給実人数　R3年度実績：232人

3

・第２層協議体の設置につ
いては、社会福祉協議会に
業務委託を行い、設置に向
けた打合せや研修会を開
き、設置に向けた協議を重
ね、令和３年度の計画案を
作成した。
・生活支援コーディネーター
については、第１層コーディ
ネーターを新たに配置し、ま
た委託した社会福祉協議
会の中にて、第２層コーディ
ネーターの配置を行い、協
議体設置に向けた準備を
進めることができた。
・住民による高齢者外出支
援サービスモデル事業では、
３地区２団体（高根・長坂・
大泉）に、引き続き事業を
委託し検証を行い、内一団
体に対しては次年度よりモデ
ル事業から訪問型サービスB
へ移行となった。

・第２層協議体に関して
は、社会福祉協議会へ業
務を委託する中で、設置
に向けた準備を進めていた
が、新型コロナウイルス感
染症の影響もあるため、
設置時期が遅れている。
令和４年度は、地域資源
情報を総合的に管理・活
用できる「地域支援システ
ムAyamu」を活用した中
で、住民主体の地域づくり
を目指すとともに、生活支
援の担い手の育成や体制
づくりを行う。
・住民による高齢者外出
支援サービスモデル事業に
ついては、これまでの課題
や評価をもとに効果検証
を行い、サービス体制や今
後の方向性について検討
を行っていく。
・新たなサービスの創出に
ついては、地域の声等を
聴きながら、必要なサービ
ス創出を検討していく。

北杜市 8
①自立支援、介
護予防・重度化

防止

Ⅰ(7)保険者機能
の強化に向けた市

町村支援

Ⅰ(6)多様な主体
がともに支え合う
地域共生社会の

実現

地域包括
支援セン
ターの機能
強化

・令和元（2019）年度介護
予防・日常生活圏域ニーズ
調査では、地域包括支援
センターの市民認知度は
42.4%で、平成28（2016）年
度の35.3%より7.1ポイント上
昇した。
・令和元（2019）年度介護
事業所調査では、市に望む
支援として「地域包括支援
センターの機能の充実」と回
答した事業所が57.5%となっ
ている。
・総合相談支援業務として
は、平成28年度より総合相
談員を配置したことにより、
迅速な対応が行えるように
なった。しかし、身寄りのない
高齢者や虐待など複雑・困
難事例が増加傾向にあるた
め、より迅速・適切に対応で
きるよう、３職種（保健師･
社会福祉士･主任介護支
援専門員）の人材確保及
びスキルアップを図るととも
に、専門性を活かしたチーム
アプローチの体制整備が必
要である。
・総合相談の内容を分析し
て、地域課題の把握を行い
対応策につなげていくことが
必要である。

地域住民の複
雑化・複合化し
たニーズに対応
するため、人員
体制を整え、機
能強化を図る。
また、包括的な
相談支援体制
の構築を見据え
た関係機関との
連携をとおして、
センターの周知
を行い、早期の
相談対応に繋
げている。

・総合相談件数　　R3：
4,000件　R4：4,100件　R5：
4,200件
・新規相談件数　　R3：
1,250件　R4：1,300件　R5：
1,350件
・相談支援体制の充実（3
職種正規職員配置状況）
R3：7人　R4：8人　R5：9人



評価
（１～
５）

番
号

自己評価

実施内容現状と課題
第８期における
具体的な取組

【県計画との関連】
「県計画の目標」シートや「県計画概要版」を参
考に、関連すると思われる県計画の項目を選択
してください（当てはまらない場合や不明な場合
は「その他」を選択してください）。

令和３年度（実績評価）

【区分】
①「自立支援、介護
予防・重度化防止
②「介護給付適正
化」
から選択してください

目標の評価方法

取組の効果や
成果として

考えられること課題と対応策目標
（事業内容、指標等）

市
町
村
名

　　　　　　　　　　　総括表 フェイスシート

タイトル

y第６次ゆうゆうふれあい計画

冊子 Ｐ４３～Ｐ７７に記載されている

内容になります。

北杜市 10
①自立支援、介
護予防・重度化

防止

Ⅱ 認知症施策の
推進

Ⅱ 認知症施策の
推進

認知症予
防と早期発
見体制の強
化

・高齢化の進展に伴い、認知
症高齢者数は増加傾向であ
り、平成28（2016）年の1,368人
から令和２年は1,613人まで増
加している。認知症高齢者は
今後も増加し続けるため、認知
症になっても安心して暮らせる
「共生」と「予防」の地域づくりが
一層重要となっている。
・認知症は予防と早期の発見
体制が重要ですが、令和元
（2019）年度介護予防・日常生
活圏域ニーズ調査では、認知
症相談窓口である地域包括支
援センターの認知度は42.4%と
なっている。また、２つの市立病
院で認知症初期集中支援チー
ムを配置していますが、令和元
（2019）年度における支援実績
は７件となっており、市民からの
認知度が低いことが課題であ
る。
・認知症についての理解やその
対応方法について普及啓発す
るため、毎年認知症ケアパスを
作成し、市民・関係機関・民生
委員、ボランティア等に配布して
いる。
・令和元（2019）年度末時点の
認知症サポーター養成講座は
累計で7,167人が受講している
ほか、市民キャラバン・メイト主
催の養成講座回数は５回とな
り、市民が主体的に活動してい
る。今後は認知症への理解を
深めるだけでなく継続的な関わ
りにつなげていくことが課題であ
る。

認知症の本人・
家族が安心して
住み慣れた地域
で住み続けられる
体制を整え、身
近な人たちが支
え手となれるよう
普及啓発を行っ
ていく。
認知症の早期発
見、早期治療に
結び付け、その人
らしく生活が続け
られる支援を行っ
ていく。

・認知症初期集中支援チー
ム　　　　　　　　R3：2箇所
R4：2箇所　R5：2箇所
・多職種協働研修会
R3：2回　R4：2回　R5：2回
・認知症初期集中支援チー
ムの支援達成率　　R3：
100％　R4：100％　R5：
100％
・チームオレンジ研修会
R3：2回　R4：2回　R5：2回
・チームオレンジ設置数
R3：0箇所　R4：0箇所　R5：2
箇所

・認知症初期集中
支援チーム設置
数、支援達成率
・多職種協働研修
会開催回数
・チームオレンジ設
置に向けた取組状
況

・認知症初期集中支援チーム　２
箇所稼働、　支援ケース　５件
・認知症初期集中支援チームの
支援達成率　１００％
・多職種協働研修会　１回（山梨
県立大学主任教員による講演、
グループワーク）
・チームオレンジ研修会　１回
・認知症ケアパスにより、認知症の
理解や対応方法について普及啓
発した。
・９月認知症月間に合わせ、市内
図書館で認知症関連書籍コー
ナー設置した。
・認知症地域支援推進員を１名
配置し、中心となり、認知症の事
業を展開した。
・認知症チェックサイトにより、認知
症の早期発見に繋げた。
チェックサイトアクセス数：４，６８９
回

4

計画通り実施している。
認知症初期集中支援
チームは２箇所稼働し、
支援達成率は１００％
だったので、目標は達成
出来ている。多職種協働
研修会やチームオレンジ
研修会は計画通りに実
施出来ず、目標値に達し
ていない。

・認知症になってからの
対応が多くなっており、
「予防」への対応が十分
出来ていない。市民が
予防的に取り組めるよう
な普及啓発を行ってい
く。
・認知症について正しい
理解の普及啓発を図る
為に、相談の機会や集
団での教室の機会を捉
えて実施していく。
・認知症になっても安心
して暮らせるまちづくりを
目指し、認知症当事者
を巻き込んだ活動を展
開していく。

・認知症の早期発見
及び早期対応に向け
た支援体制を構築
し、住み慣れた地域
で生活することを促進
することができる。
・認知症の方及びそ
の家族を支援する相
談業務等を行う認知
症地域支援推進員
を配置することで、市
民向け認知症ケア講
習、認知症に関する
多職種協働研修、
認知症ケアパスの作
成等を行い、認知症
予防と家族支援が促
進される。

北杜市 11
①自立支援、介
護予防・重度化

防止

Ⅱ 認知症施策の
推進

Ⅱ 認知症施策の
推進

認知症家
族介護者へ
の支援

・令和元（2019）年度
における認知症カフェに
ついては、介護保険事
業所により市内５箇所
で開設されている。今
後は、周知に向け作
成したガイドブックを活
用し、認知症カフェの
利用に向けて関係機
関と連携して周知を推
進する必要がある。
・また、令和元（2019）
年度における家族介
護支援事業は、介護
者の負担軽減に向け
て、対話型アートプログ
ラムを２回、男性介護
者のつどいを５回行っ
た。対話型アートプログ
ラムは参加者の表情も
柔らかく、生の声がたく
さん聞かれましたが、男
性介護者のつどいは、
男性介護者の参加者
が少ないなど課題があ
る。

認知症について正
しい理解がある市
民を増やす為に、
認知症サポーター
養成講座を行い、
地域での見守りの
目を増やしていく。
また、気軽に集え
る場であるオレンジ
カフェを増やしたり、
介護者の支援とし
て相談の機会を増
やしていく。

・認知症サポーター養成登録者
数　　　　　R3：7,800人　R4：
8,100人　R5：8,600人
・オレンジカフェ設置数
R3：5箇所　R4：6箇所　R5：7箇
所
・介護者のつどい
R3：6回　R4：6回　R5：6回
・認知症高齢者等支援ネット
ワーク設置数　R3：1箇所　R4：1
箇所　R5：1箇所

・認知症サポーター
養成登録者数
・オレンジカフェ設置
数
・介護者のつどい実
施回数

・認知症サポーター登録者数　R3年
度実績：８，０１７人
・オレンジカフェ設置数　R3年度実績：
５箇所
・介護者のつどい　R3年度実績：４回
４３７名参加（新型コロナウイルス流行
により、参加人数を制限して行った。）
・認知症高齢者等支援ネットワーク事
業　R3年度実績：要綱制定

4

認知症サポーター養成講
座は一般からの申し込み
もあり、実施出来た。登
録累計数も増加してい
る。
オレンジカフェは一時、減
少したが、新規に２箇所
立ち上がり合計5箇所と
なった。
介護者のつどいは、新型
コロナウイルス感染拡大
防止の観点から集合型で
の開催が制限されてい
る。その為、開催回数や
人数が減少している。
認知症高齢者等支援
ネットワーク事業の要綱制
定できた。

・令和4年度認知症高
齢者等支援ネットワーク
事業が本格稼働するこ
とにより、事業の周知と
関係機関の協力を得
て、認知症の方と家族
等が安心して地域で暮
らせるような体制づくりを
進めていく。
・認知症サポーター養成
講座を継続して行う事
により、認知症について
の正しい理解がある市
民を増やし、優しい街づ
くりを継続していく。特に
認知症高齢者等支援
ネットワーク事業の捜索
協力機関には認知症サ
ポーター養成講座を受
けてもらえるよう勧めてい
く。
・認知症の方も含め、
市民が気軽に集まれる
場所として認知症カフェ
の新規開拓を行ってい
く。

・より多くの市民が、
認知症について正しく
理解し、認知症高齢
者及びその家族を温
かく見守り支援するこ
とが出来る。
・地域住民の認知症
の理解が深まる。
・認知症の方や家族
を見守る地域の体制
を整えることが出来
る。
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冊子 Ｐ４３～Ｐ７７に記載されている

内容になります。

北杜市 13
①自立支援、介
護予防・重度化

防止

Ⅰ(8)高齢者の尊
厳の保持と安全

の確保

Ⅰ(8)高齢者の尊
厳の保持と安全

の確保

安心・安全
な暮らしの
確保

〇見守りネットワークの構築
・事業所及び関係団体と協
働により、見守りのネットワー
クを構築しており、異変の早
期発見につながっている。ま
た、情報交換をする中で、
お互いの活動と課題を共有
している。
・地域間の関係性が希薄
化し、孤立する高齢者が増
えつつあるため、今後は近所
付き合いを大切にする互助
の機能を強化するとともに、
事業所及び市民に周知し、
活動の輪を広げていくことが
必要である。
〇防犯・防災対策の充実
・消防防災課を中心に、区
長会、民生委員・児童委
員協議会に出席し事業説
明を行い、制度の周知及び
同意書の提出に御協力い
ただきながら、避難行動要
支援者名簿の整理を行う。
また、毎月要支援者台帳シ
ステムにより要支援者の管
理を行っているが、市内に約
2,400名いる要支援者から
の同意書の取得が課題で
ある。

〇見守りネットワー
クの構築
・ふれあいペンダン
ト事業
〇防犯・防災対策
の充実
・あんきじゃんネット
ワーク
・災害時要支援者
支援事業

・ふれあいペンダント事業
保有台数　　R3：100台
R4：100台　R5：100台
設置率　　R3：65％　R4：
68％　R5：70％
緊急通報件数　　R3：5件
R4：5件　R5：5件
・あんきじゃんネットワーク
協力事業者数　　R3：25事
業所　R4：25事業所　R5：
25事業所
通報件数　　R3：6件　R4：
6件　R5：6件
・災害時要支援者支援事
業
制度周知　　　R3：18回
R4：18回　R5：20回

目標値に対する実
績で評価する。

・ふれあいペンダント事業　　保
有台数　　R3年度実績：100台
設置率　　　R3年度実績：55％
緊急通報件数　　R3年度実
績：7件
・あんきじゃんネットワーク
協力事業者数　　R3年度実
績：24事業所
通報件数　　3年度実績：9件
・災害時要支援者支援事業
制度周知　R3年度実績：8回

4
目標値に対して概ね達
成している。

・見守りネットワークの
構築に向け、今後も
後も継続して協力事
業所及び団体との情
報交換を行い、緩や
かな見守りの中で異
変の早期発見に努め
る。
・避難行動要支援者
名簿の作成にあたり、
要支援者から効率
的・効果的に同意書
を確保するため、業務
改善に努める。

北杜市 12
①自立支援、介
護予防・重度化

防止

Ⅰ(8)高齢者の尊
厳の保持と安全

の確保

Ⅰ(8)高齢者の尊
厳の保持と安全

の確保

認知症高
齢者等の権
利擁護に関
する取組の
推進

・今後、認知症高齢
者が一層増加する中
で、当事者が地域で
暮らしていくために、認
知症高齢者を含む高
齢者が虐待や消費者
被害等の権利侵害を
受けないよう、成年後
見制度の利用促進や
適切な虐待対応を実
施することが必要であ
る。
・成年後見制度の活
用ニーズを捉え、関係
部署と連携して利用の
促進を図ることが必要
である。
・市民後見人の育成
を見据えた体制整備
を関係部署と協議・情
報共有を図る必要が
ある。
・市社会福祉協議会
と協働して、生活困窮
者及び認知症高齢者
等に対する様々な福
祉制度の概要説明や
相談機関を明記した
パンフレットを作成する
など、周知する必要が
ある。

・権利擁護事業と
して、高齢者の尊
厳の保持のため、
高齢者虐待を含
む権利擁護の相
談支援を地域包
括支援センターで
実施する。
・高齢者虐待対応
を実施する上で、
高齢者と養護者の
分離が必要な場
合には、高齢者虐
待一時保護事業
により保護を実施
する。
・成年後見制度利
用支援事業では、
別に定める要綱に
より、市長申立て
に限らず、申立て
費用や報酬の助
成を行う。
・成年後見制度利
用促進事業によ
り、中核的な機関
の設置を目指す。

・権利擁護事業
普及啓発回数　　R3：25回
R4：30回　R5：30回
相談件数　　　　R3：160件
R4：170件　R5：180件
・成年後見制度利用支援事
業　  利用件数　　　　R3：2
件　R4：3件　R5：3件
・成年後見制度利用促進事
業　　研修会参加人数　R3：
25人　R4：25人　R5：25人
※高齢者一時保護事業は、
生命身体に重大な危険が生
じる場合の対応となるため、目
標設定していない。

権利擁護事業：普
及啓発回数、相談
件数
成年後見制度利
用支援事業：利用
件数
成年後見制度利
用促進事業：研修
会参加人数
高齢者虐待一時
保護事業：対応件
数

・権利擁護事業　普及啓発回
数　R3年度実績：13回、相談
件数　R3年度実績：508件
・成年後見制度利用支援事業
報酬助成利用件数　R3年度実
績：2件、申立費用助成件数
R3年度実績：0件
・成年後見制度利用促進事業
R3年度実績：研修会参加人
数：76人
・高齢者虐待一時保護事業
対応件数　R3年度実績：1件

5

現状では、計画通り進
んでいる。
認知症高齢者の増加
に伴い、相談対応件数
は今後も増加していくこ
とが考えられる。地域包
括支援センターの体制
を強化することにより、
増加するニーズに対応し
ている。

権利擁護支援が必要
な相談対応について
は、より複雑困難さを
増してきているため、
専門職員のスキルアッ
プとマンパワーの確保
が必要である。
高齢者虐待や権利
擁護に関する対応や
支援を専門的に行う
職員を確保していく。
また、成年後見制度
の利用ニーズに対応す
るために、中核的な機
関の設置も行ってい
く。

・高齢者虐待や消
費者被害など権利
侵害からの保護や
救済を行うことがで
きるようになる。
・成年後見制度の
利用を促進すること
により、認知症高齢
者が法律行為が可
能となる。

・近所付き合いを大
切にする互助の機
能強化を図ることで
見守りネットワークの
構築ができる。
・避難行動要支援
者名簿の作成及び
活用により、防犯・
防災対策の充実を
図ることができる。
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・保険者機能強
化推進交付金・
介護保険保険者
努力支援交付金
の評価指標に
沿った取組を推
進し、財源を確
保することが重要
である。
・満点を取ること
が難しい評価項
目について、
PDCAプロセス評
価を活用し取組
の改善を行うこと
が求められてい
る。

安定的な財源
の確保
・PDCAプロセス
評価・検証の実
施、交付金

PDCAプロセス評価・検証の
実施、交付金	
保険者機能強化推進交付
金・介護保険保険者努力
支援交付金
R3：23,000千円　R4：
	23,000千円　R5：23,000千
円

交付金の額によ
る評価

PDCAプロセス評価・検証の実
施、交付金	
保険者機能強化推進交付金・
介護保険保険者努力支援交
付金
R3年度実績：22,486千円

5
目標値には届かなかった
が、概ね達成となった。

・保険者機能強化推進
交付金について、地域支
援事業及び保健福祉事
業等を充実して行う高齢
者の自立支援、介護予
防・重度化防止、給付費
適正化に必要な取組及
びそれらの実施に必要な
人材の確保に取り組む。
・介護保険保険者努力
支援交付金について、地
域支援事業を充実して行
う高齢者の介護予防・健
康づくりに必要な取組のう
ち、介護予防・日常生活
支援総合事業、包括的
支援事業のうち包括的・
継続的ケアマネジメント支
援事業、在宅医療・介護
連携推進事業、生活支
援体制整備事業及び認
知症総合支援事業の充
実を図る。

・介護予防・健康づく
り等に資する取り組
みを着実に実施・推
進し、安定的な財源
を確保することができ
る。

北杜市 14
①自立支援、介
護予防・重度化

防止

Ⅰ(7)保険者機能
の強化に向けた市

町村支援

Ⅰ(7)保険者機能
の強化に向けた市

町村支援

PDCAプロ
セスの推
進、保険者
機能強化
推進交付
金・介護保
険保険者
努力支援
交付金によ
る財源の確
保
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冊子 Ｐ４３～Ｐ７７に記載されている

内容になります。

・認定に関する各種
データの分析等を行
い、全国の市町村と
比較しながら認定調
査の平準化に取り組
む。
・市の視点からケアプ
ランの確認を行い、そ
の結果に基づく助言
及び指導を行うこと
で、介護サービスの適
正化につながる。
・縦覧点検等の結
果、請求誤りと判断
されたものについて
は、事業所等に通知
し、過誤処理を行う
等、事業所等が請求
誤り等のデータについ
て確認し、必要に応
じて再請求を行うこと
で給付の適正化が図
られる。

北杜市 15
②介護給付適正

化
Ⅳ 介護給付適

正化の推進
Ⅳ 介護給付適

正化の推進

データの利
活用と介護
給付適正
化の推進

〇要介護認定の適正化
・介護申請者が増える中、
認定調査に従事している認
定調査員は、要介護認定
及び要支援認定における公
平・公正かつ適切な認定調
査の実施が重要になってい
る。
認定調査にあたり、調査項
目の基準と差異がないか担
当職員が調査票の内容を
再度確認・点検し、疑問点
等があれば認定調査員に
聞き取りを行う等、精度の
高い調査票の作成を行うた
めの更なる技能の向上に必
要な知識を習得することが
必要となっている。
〇ケアプランの点検
・利用者が自立に向けた質
の高い効果的なサービスを
受けるためにはケアマネ
ジャーが果たす役割は重要
である。
・居宅サービス計画等を確
認し適切なケアマネジメント
が行われているか点検を行
い、指導や助言を行うことに
よりケアプランがより適切なも
のとなるよう支援する。
〇住宅改修等の点検
・高齢者が住み慣れた地域
で生活することを支援するた
め、生活環境を整えるため
の小規模な改修について補
助を行う。
・本市は持ち家率が高いこ
とから、自宅での転倒などに
よる重度化防止の観点か
ら、リスクを抑制した安全な
住環境のもとでの在宅生活
が望まれている。
〇縦覧点検・医療情報との
突合
・高齢化の進展に伴い、介
護給付等に要する費用が
増大することが見込まれてい
る。
・医療情報と介護情報との
突合を行うことにより、重複
した請求等を摘発し、給付
の適正化に繋げる。
〇介護給付費通知
・高齢化の進展に伴い、介
護給付等に要する費用が
増大することが見込まれてい
る。
・現物給付のサービス利用
者に介護給付の状況を送
付することにより、不正請求
がないか利用票等との突合
を促し、不正業者の摘発に
繋げる。

〇要介護認定の適正化
・山梨県主催の要介護認定研
修会に参加するほか、市単独の
研修会を設け、認定調査員全
体のレベル向上を図る。
・また、e-ラーニングシステムの積
極的な活用を促し、個々のスキ
ルアップを図る。
・事業分析データを活用し、他の
保険者との比較を行い、突出し
ている調査項目がないか自己分
析を行う。
〇ケアプラン点検
・専門職によるケアプランの点検
を行い、本人の身体状況に適応
したサービスが提供されているか
内容の確認や記載方法の助
言、サービス提供の助言などより
効果的なケアプランになるよう支
援する。
・同時に、不適切と考えられる案
件については指導を行う。
・具体的には、ケアプランチェック
シート（ケアプランの第1表、第2
表、第3表及びアセスメント表に
関するチェックシート）を、点検を
実施する介護支援事業所に作
成依頼し提出を求め、これをもと
に、保険者が評価内容や疑問
点をチェックシートに記載したり、
再提出が必要な書類を記載し
たりする。結果を面談にて報告す
るが、その際再提出の必要な案
件については7日を目処に保険
者へ提出してもらう。再提出の説
明は担当ケアマネが行うが、疑問
点が解明できない場合は県や国
保連に相談し、過誤請求を行
う。
〇住宅改修等の点検
・専門的知識を有するPT、OTの
同行による現地確認を実施す
る。
・利用者にとって、自立に向け効
果的な住宅改修となるよう、施
工に関し的確に判断する。
・施工計画が過剰な場合は確
認により適切に設置するよう指示
する。
・利用者の動線を実際に確認
し、在宅生活が持続できるように
する。
〇縦覧点検・医療情報との突
合
・地域ケア連絡会において、市
内介護事業所を中心に注意喚
起を行う。
・国保連の給付適正化システム
から提供される情報を活用し、
請求情報の縦覧点検や介護と
医療情報との突合による請求実
績の確認を行う。
・国保連委託により確認リストに
抽出された案件について関係機
関に確認を行う。必要に応じて
は過誤申請を指示する。
〇介護給付費通知
・当該年度の上半期に利用して
いるサービス状況を被保険者に
確認してもらうことで、実際には
受けていないサービスやサービス
を受けた日数等を確認してもらう
ため通知する。
・自分の利用しているサービスを
再確認してもらうことにより、介護
保険事業の成り立ちを改めて理
解していただくことに努める。
・不正な請求、業者の摘発を利
用者協力のもとに行う。
・不正請求発覚の場合は業者
聞き取りを行い、必要に応じ、過
誤申請を指示する。

ほくとゆうゆうふれあい計画
71～72ページ参照
・要介護認定調査票の確
認と課題の把握　R3：2,230
件　R4：2,260件　R5：2,380
件
・見える化システムの活用と
課題の把握　R3：2回　R4：
2回　R5：2回
・要介護認定の適正化
R3：2,230件　R4：2,260件
R5：2,380件
・内部研修会の実施　R3：
1回　R4：1回　R5：1回
・県主催の研修会への参加
R3：3回　R4：3回　R5：3回
・厚労省介護認定適正化
事業による業務分析データ
の活用　R3：2回　R4：2回
R5：2回
・ケアプラン点検数　R3：50
件　R4：50件　R5：50件
・福祉用具購入に伴うケア
プラン点検数　R3：200件
R4：220件　R5：240件
・各協議書提出に伴うケア
プラン点検数　R3：22件
R4：24件　R5：26件
・住宅改修等の事前点検
R3：80件　R4：85件　R5：
90件
・縦覧点検・医療情報との
突合　R3：14,000件　R4：
14,000件　R5：14,000件
・介護給付費通知　R3：
1,800通　R4：1,900通　R5：
2,000通

目標値に対する実
績で評価する。

・要介護認定調査票の確認と
課題の把握　R3年度実績：
1,967件
・見える化システムの活用と課題
の把握　R3年度実績：0回
・要介護認定の適正化　1,967
件
・内部研修会の実施　特記事
項記入のための研修を実施　1
回
・県主催の研修会への参加　2
回（新任向け1回、現任向け1
回）
・厚生労働省要介護認定適正
化事業による業務分析データの
活用　0回
・ケアプラン点検数　1事業所　8
件
・福祉用具購入に伴うケアプラン
点検数　185件
・各協議書提出に伴うケアプラン
点検数　35件
・住宅改修等の事前点検　80
件（介護40件、予防40件）
・縦覧点検・医療情報との突合
点検数　12回
・介護給付費の通知　2,013通
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（要介護認定の適正化）
・要介護認定の適正化件数
は、制度改正に伴う認定有効
期間の延長や、資格喪失者
がいることにより、目標と乖離し
ている。
・その他、概ね目標達成ができ
た。
（ケアプランの点検）
・運用指針により、専門職（介
護支援専門員）によるケアプラ
ン点検を実施した。また、運用
指針に基づき、福祉用具購
入、各種協議書提出時及び
後述の住宅改修申請時にお
いても、ケアプラン点検を行っ
た。
（住宅改修費の点検）
・申請書にケアプランの添付を
求めており、専門職（介護支
援専門員）がケアプランと希望
する改修内容との整合性の確
認を必ず行っている。
・住宅改修の申請があった場
合、改修前に訪問調査を行
い、専門職（理学療法士・作
業療法士等）の見解に基づ
き、当該住宅改修が効果的で
あるか判断を行う体制を取って
いる。これによって、より適切な
改修内容への変更や、不要な
改修の取り止め等の給付適正
化につながった。
（縦覧点検・医療情報との突
合）
・毎月国保連に委託をしてい
るデータにより、縦覧点検・医
療情報との突合及び各事業
所への確認を行った。事業所
への確認の際、注意喚起をす
べき事例や過誤に当たる事例
が確認されなかったため、事業
所への指示・指導等は行って
いない。
（介護給付費通知）
・介護サービスの利用者へ定
期的に利用した介護サービス
の通知を行うことで利用実績を
再確認してもらうとともに、介護
保険制度の仕組みを改めて理
解していただけた。

（要介護認定の適正化）
・継続的に研修会を実施し、要
介護認定の適正化を確保す
る。
・今後も事業分析データを活用
した自己分析を継続して行い、
改善すべき点を見つけ、要
介護認定に反映していく必要が
ある。
（ケアプランの点検）
・利用者の自立支援にとってよ
り良いサービスとするため、実効
性の高いプランの点検及びその
指導を行うためには、行政職の
みならず、専門職（介護支援専
門員）の視点が重要と考えてい
る。今後も介護支援専門員に
よる充実した点検や検討が行
える体制を一層整えていく必要
がある。また介護支援専門員の
視点だけでなく、多職種協働に
よる検証を行う体制も検討して
いく。
・業務多忙により事業所のケア
プラン点検の実施件数が少な
い結果となった。速やかに多数
のプラン点検を行えるようにする
こと、及び担当が異動により入
れ替わってもスムーズに点検業
務を進めることができるようにす
ることを念頭に置き、作業手順
の効率化を進める。効率化のた
めに必要と判断すれば、運用
指針の改定も視野に入れる。
（住宅改修費の点検）
・高齢化が進む中、老後の生
活を持ち家で暮らしたいという市
民ニーズは高いことから、早期な
改修等を促し、個人の状態像
に見合ったケアマネジメントに努
める。
（縦覧点検・医療情報との突
合）
・誤りやすい加算の請求がある
ため、事業所への個別指導だ
けでなく、集団指導等を利用し
て事案を公表し、共有すること
を積み重ねていく。
・給付適正化の推進のために、
国保連から提供される情報をよ
り有効活用できるよう、方
法を模索していく。
（介護給付費通知）
・利用しているサービス状況を被
保険者に確認してもらうことで、
実際には受けていないサービス
の請求の発見及び不適切な業
者の発覚に繋げ、給付の適正
化に努める。



評価
（１～
５）

番
号

自己評価

実施内容現状と課題
第８期における
具体的な取組

【県計画との関連】
「県計画の目標」シートや「県計画概要版」を参
考に、関連すると思われる県計画の項目を選択
してください（当てはまらない場合や不明な場合
は「その他」を選択してください）。

令和３年度（実績評価）

【区分】
①「自立支援、介護
予防・重度化防止
②「介護給付適正
化」
から選択してください

目標の評価方法

取組の効果や
成果として

考えられること課題と対応策目標
（事業内容、指標等）

市
町
村
名

　　　　　　　　　　　総括表 フェイスシート

タイトル

y第６次ゆうゆうふれあい計画

冊子 Ｐ４３～Ｐ７７に記載されている

内容になります。

・北杜市介護事業所PR事業　PR事業
所数　R3年度実績：未実施
・北杜市介護に関する入門的研修事業	
受講者数　R3年度実績：6人
・事業所とのマッチング支援数　R3年度
実績：0回
・北杜市介護サービス事業所優良事業
所・優良職員表彰	
優良事業所表彰数　R3年度実績：1人
優良職員表彰数  R3年度実績：2人
・北杜市介護人材資格取得費用助成
金交付	
利用者数　R3年度実績：6人
居宅介護支援事業所の従業員数の確
保　R3年度実績：44人
・地域限定就職ガイダンス開催事業　参
加者数　R3年度実績：99人
・就活女子会事業　参加者数　R3年度
実績：0人（新型コロナウイルスのため中
止）
・ほくとの頑張る企業・女性の活躍応援プ
ロジェクト事業	
市内企業の「えるぼし」、「山梨えるみん」
の認知度　R3年度実績：0％
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・介護人材資格取得費
用助成金の交付につい
て、新規事業初年度とい
うこともあり、利用者数が
少なかった。
・介護に関する入門的研
修について、新型コロナウ
イルスの感染状況もあり、
受講者数が少なかった。

・国の通知に基づく介護
に関する入門的研修を
実施し、研修修了者の
希望により介護事業所
とのマッチングに取り組
む。
・働きやすく活力ある職
場づくりに取り組む介護
サービス事業所及び自
己研鑽に励み利用者
本位のサービスを提供
する等他の模範となるよ
うな介護職員を表彰す
るとともに、やりがいを醸
成することにより良質な
介護サービスの提供を
確保する。
・介護人材の確保及び
育成を図り、サービスの
提供に必要となる専門
資格の取得を経済的に
支援する

①自立支援、介
護予防・重度化

防止

Ⅰ(4)介護人材の
確保・定着、資質

向上

Ⅰ(4)介護人材の
確保・定着、資質

向上

介護人材の
確保

・令和元（2019）年度介護
事業所調査では全体の
65.0%が、職員が不足してい
ると回答しており、特に小規
模な事業所において介護に
従事する職員の不足によっ
て介護サービスの提供に支
障があると回答する割合が
高くなっている。
・また、職員の募集に向けて
活用している媒体や手段と
しては、「ハローワーク」が
80.0%で最も多く、ついで「職
員・知人の紹介」が多くなっ
ている。「北杜市介護事業
所PR冊子」の利用は32.5%
に留まっている。
・離職の状況は、令和元
（2019）年度介護事業所
調査では、定着率が低いと
する割合は全国平均を下
回っている状況ですが、人
材の確保に向けては本人の
希望に応じた労働環境の
改善等を通じて介護離職
者を防止する手段も必要で
ある。
・介護人材の確保・資質の
向上の観点から、地域の実
情に応じた新たな取組を模
索する必要がある。

・北杜市介護事業所PR
事業
・北杜市介護に関する入
門的研修事業
・北杜市介護サービス事
業所優良事業所・優良
職員表彰
・北杜市介護人材資格
取得費用助成金交付

・北杜市介護事業所PR事業　PR事
業所数　R3：40所　R4：42所　R5：44
所
・北杜市介護に関する入門的研修事
業
受講者数　R3：20人	R4：20人　R5：20
人
・事業所とのマッチング支援数　R3：1回
R4：1回　R5：1回
・北杜市介護サービス事業所優良事業
所・優良職員表彰	
優良事業所表彰数　R3：2人　R4：2人
R5：2人優良職員表彰数  R3：10人
R4：10人　R5：10人
・北杜市介護人材資格取得費用助成
金交付	
利用者数　R3：30人　R4：30人　R5：
30人
居宅介護支援事業所の従業員数の確
保　R3：48人　R4：50人　R5：52人
・地域限定就職ガイダンス開催事業
参加者数　R3：20人　R4：20人　R5：
20人
・就活女子会事業　参加者数　R3：14
人　R4：14人　R5：14人
・ほくとの頑張る企業・女性の活躍応援
プロジェクト事業	
市内企業の「えるぼし」、「山梨えるみ
ん」の認知度	　R3：10％　R4：20％
R5：30％

目標値に対する実績で
評価する。

〇介護保険料徴収事業	現
年度収納率	目標値　R3
99.7%　R4 99.7%	R5 99.7%
〇介護認定審査事業
・認定調査件数　目標値
R3 2,230件　R4 2,260件　R5
2,380件
・審査件数　目標値
R3	2,230件　R4 2,260件　R5
2,380件
・介護ワンストップサービス利用
件数　目標値　R3 10件　R4
20件　R5 30件
〇介護保険給付事業
介護サービス件数　目標値
R3 76,00000件　R4 80,000
件　R5 84,000件
〇介護保険低所得者補助
事業	
社会福祉法人等の対象事業
所数　目標値　R3 4者	R4 4
者　R5 4者

目標値に対する
実績値で評価す
る。

〇介護保険料徴収事業	現年度
収納率	R3年度実績：99.9%
〇介護認定審査事業
・認定調査件数　R3年度実績：
1,741件
・審査件数　R3年度実績：1,967
件
・介護ワンストップサービス利用件
数　R3年度実績：0件
〇介護保険給付事業
介護サービス件数　R3年度実績：
72,969件
〇介護保険低所得者補助事業	
社会福祉法人等の対象事業所
数　R3年度実績　3者
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・認定調査件数について、厚生労
働省からの通知により、新型コロナ
ウイルス感染症の感染防止の観
点から臨時的な取扱いとして12ヶ
月有効期間の延長措置が取ら
れ、適用申請者が増えたことによ
り調査件数が減少した中、申請
受理日から円滑な調査依頼がで
きた。
・審査件数について、要介護認定
申請者が見込み件数よりも下
回ったため減少した。
・申請から30日以内に結果を出
すことについては達成できた。（R3
年度平均27.5日）
・介護ワンストップサービス利用件
数について、マイナンバーとマイナン
バーカードを読み取る専用のカート
リッジが必要となり、所有している
人が極めて少ないため、利用件数
が０件となった。
・介護保険給付事業について、目
標値76,000件より約3,000件減の
72,969件となった。
・介護保険低所得者補助事業に
ついて、社会福祉法人等の対象
事業所数の減に伴い、目標値よ
り１者減となった。

・介護保険制度の安定した財
政基盤を確保するため、介護
保険法に基づき、第１号被保
険者の介護保険料の賦課・徴
収を行う。
・認定調査件数について、今後
も要介護認定者は増加が見込
まれるため、申請があった際は、
円滑な調査依頼を行う。厚生
労働省の臨時的な取扱いが終
了後、調査件数の増加が見込
まれるため、調査員の確保や質
の向上に努める。
・審査件数について、厚生労働
省の臨時的な取扱いが終了
後、審査件数の増加が見込ま
れるため、審査員の質の向上に
よるスピードアップや審査会数を
増やすなどの対応を行う。
・利用者への適切な給付を行う
ため、今後も介護サービス件数
について、注視・確認を行う。
・低所得者の利用負担を緩和
し、介護保険サービスの利用促
進を図るため、引き続き社会福
祉法人等が実施する生計困難
者等に対する介護保険サービ
スに係る利用者負担軽減制度
を促進する。

・介護人材の確保に
関する取り組みを実
施することで、介護人
材の確保や定着、資
質の向上のための取
り組みを進めることが
できる。

北杜市 16

北杜市 17
①自立支援、介
護予防・重度化

防止

Ⅰ(4)介護人材の
確保・定着、資質

向上

Ⅰ(4)介護人材の
確保・定着、資質

向上

介護現場の
革新

・業務の効率化・
質の向上の観点か
ら、介護現場の文
書に係る負担軽減
を図る必要があ
る。
・今後、高齢者の
増加に伴う要介護
認定申請件数の
増加が見込まれる
ことから、要介護認
定における業務の
簡素化を図る必要
がある。
・介護保険制度の
安定した財政基盤
を確保する必要が
ある。
・低所得者・生計
困難者等につい
て、負担軽減を図
る必要がある。

・介護保険料徴
収事業
・介護認定審査
事業
・介護保険給付
事業
・介護保険低所
得者補助事業

・介護保険事業の運
営を適切かつ円滑に実
施することが可能とな
る。


